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消費税率の引上げに伴う障害福祉サービス等の報酬改定の把握及び周知について
　
初秋の候　ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。日頃から本市の障害福祉施策の推進に格段の御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
さて、令和元年10月１日より消費税率が８％から10％に引き上がることに伴い、障害福祉サービス等の報酬が改定されます。この改定により課税経費割合に税率引上げ分を乗じて障害福祉サービス等の基本報酬単位数へ上乗せされます。
つきましては、貴事業所又は施設において報酬改定の内容を把握するとともに、利用者負担額等の本改定に伴う影響について利用者に情報提供をしていただきますようよろしくお願いいたします。
　なお、本市の地域生活支援事業の基本報酬単位数について、消費税率の引き上げに伴う改定は行いませんのであわせて承知おきください。

【報酬改定の概要】
１　基本報酬単位数への上乗せ
課税経費割合（※）に税率引上げ分（110／108－１）を乗じて基本報酬単位数へ上乗せする。
※　課税経費割合＝1.0－人件費比率－その他の非課税品目率
２　加算の取扱い
各加算については、もとの単位数が小さく上乗せが１単位に満たない等の理由により、個々
の加算単位数への上乗せが困難であることから、加算に係る消費税影響相当分について、基本
報酬単位数に上乗せする。

【厚生労働省ウェブサイト】2019年度障害福祉サービス等報酬改定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00003.html


【障害者総合支援法のサービスに関する事項】
担当：横浜市健康福祉局障害企画課企画調整係
電話：045-671-3601
FAX：045-671-3566

【児童福祉法のサービスに関する事項】
担当：横浜市こども青少年局障害児福祉保健課
電話：045-671-4274
FAX：045-663-2304
